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条 例 改 正・他

条
例
改
正

②　

松
前
町
個
人
情
報
保
護

条
例
及
び
松
前
町
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
認
識
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利

用
及
び
特
定
個
人
情
報
の

提
供
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

○
改
正
の
概
要

　

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
情
報
連

携
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
条

例
で
定
め
る
独
自
利
用
事
務

に
つ
い
て
、送
付
書
類
が
省

略
可
能
と
な
る
。

�

（
全
会
一
致
で
可
決
）

⑥　

松
前
町
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
の
設
置
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

　

○
改
正
の
概
要

　

北
伊
予
小
学
校
放
課
後

　

児
童
ク
ラ
ブ
の
新
築
移
転

　

に
伴
い
、改
正
す
る
も
の
。

　

大
字
神
崎
２
２
６
番
地
を

大
字
神
崎
２
２
６
番
地
４

�

（
全
会
一
致
で
可
決
）

そ
の
他

⑨　

松
前
町
工
場
立
地
法
第

４
条
の
２
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
く
準
則
を
定
め
る

条
例

○
改
正
の
概
要

１　

国
が
定
め
る
準
則
に
変

え
て
、あ
る
区
域
に
お
い
て

適
用
す
べ
き
準
則
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
権
限
を
、町

村
区
域
は
、都
道
府
県
か
ら

町
村
に
移
行
す
る
。

２　

第
６
条
か
ら
第
13
を
改

正
し
、町
村
に
立
地
す
る
工

場
に
関
す
る
事
務
の
権
限
を

都
道
府
県
知
事
か
ら
町
村
長

に
委
譲
す
る
。

�

（
全
会
一
致
で
可
決
）

国
際
ホ
ッ
ケ
ー
事
業

１　

目
的　

　

え
ひ
め
国
体
に
お
け
る
天

皇
杯（
皇
后
杯
）の
獲
得
に
向

け
て
、海
外
高
校
生
の
ホ
ッ

ケ
ー
チ
ー
ム
を
招
へ
い
し
、

交
流
試
合
を
通
し
て
競
技
力

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に

す
る
。
ま
た
、
町
の
将
来
を

担
う
高
校
生
が
、異
文
化
社

会
に
対
す
る
理
解
と
友
好
を

深
め
、国
際
感
覚
を
身
に
つ

け
る
。

２　

実
施
日
・
会
場

　

平
成
29
年
４
月
15
・
16
日

松
前
ホ
ッ
ケ
ー
公
園

３　

招
へ
い
チ
ー
ム

・
ブ
ッ
シ
ュ
レ
ン
ジ
ャ
ー
ズ

男
女
各
１
チ
ー
ム

※
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
強
豪
ク

ラ
ブ
チ
ー
ム

・
ホ
ッ
ケ
ー
少
年
男
子
愛
媛

選
抜（
伊
予
高
校
）

・
ホ
ッ
ケ
ー
少
年
女
子
愛
媛

選
抜（
松
山
南
・
中
央
高

校
）

４　

事
業
概
要

・
交
流
試
合
６
試
合

・
ウ
エ
ル
カ
ム
パ
ー
テ
ィ
ー

１
５
０
名

５　

事
業
費

　

１
２
９
万
円

『
愛
顔
つ
な
ぐ
え
ひ
め
国
体
２
０
１
７
』よ
り

　

去
る
３
月
23
日
役
場
大

会
議
室
で『
愛
顔
つ
な
ぐ
え

ひ
め
国
体
２
０
１
７
』の
開

催
に
向
け
て
、実
行
委
員
会

の
意
思
決
定
組
織
で
あ
る

常
任
委
員
会
に
議
員
５
名

が
出
席
し
た
。

　

実
行
委
員
会
常
任
委
員

の
変
更
の
承
認

　

平
成
26
年
の
第
１
回
総

会
か
ら
こ
れ
ま
で
の
経
過

概
要
が
説
明
さ
れ
、専
門
委

員
会
に
お
け
る
決
定
事
項

の
報
告
、平
成
28
年
度
収
支

予
算
見
込
み
、平
成
29
年
度

事
業
計
画
案
、収
支
予
算
案

の
議
事
が
あ
り
全
員
一
致

で
可
決
さ
れ
た
。

　

平
成
29
年
５
月
の
第
３

回
総
会
に
お
い
て
全
て
の

議
事
が
上
程
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

今
年
度
は
国
体
が
あ
り

実
行
委
員
会
も
役
割
分
担

が
明
確
に
な
り
お
も
て
な

し
の
心
で
松
前
町
も
取
り

組
む
こ
と
の
確
認
が
さ
れ

た
。

今
後
、町
民
の
皆
様
の
ご
支

援
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

第
４
分
団
消
防
詰
所
完
成

平
成
29
年
２
月
22
日
落
成
式
が
行
わ
れ
た
。

徳
丸
・
出
作
・
中
川
原
地
区
の
消
防
団
再
編
に
伴
い
新
た

な
消
防
拠
点
と
し
て
、建
設
さ
れ
た
。

第４分団
　消防詰所

改正後 改正前

町の準則
緑地10％以上
環境施設15％以上

国の準則
緑地20％以上
環境施設25％以上

県の準則
緑地10％以上
環境施設15％以上

都道府県知事 移譲前

工場設置者

・適用となる準則の制定
・勧告、変更命令等

町村長 移譲後

工場設置者

・適用となる準則の制定
・勧告、変更命令等

廃止

・届出 ・届出

国の準則に代えて


